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 1 基本計画の概要 
（1）計画の目的 
 基本構想では、まちづくりの基本理念を「市民一人ひとりがともに幸せに暮らせるまちづく

り」、まちの将来像を「安心に包まれ ワクワクが広がる 未来への挑戦を楽しむまち つなぎ つ

ながり ともに歩む」と定め、この実現に向けた４つの考え方と、８つの施策分野の目指す姿を位

置づけるとともに、基本構想を着実に推進するため、「協働によるまちづくり」と「効率的かつ効

果的な行政経営」の考え方を示しています。 

基本計画では、基本構想の実現に向けて、各分野に施策方針を体系化し、それぞれに施策の目

指す姿や取組、施策の進捗状況を確認する指標などを設定します。そして、毎年度、本計画を中心

に行政経営の PDCA サイクルを確実に実行することで、実効性の高い施策展開を行います。 

  

【まちづくりの基本理念】 

市民一人ひとりがともに幸せに暮らせるまちづくり 
【まちの将来像】 

安心に包まれ ワクワクが広がる  

未来への挑戦を楽しむまち 

つなぎ つながり ともに歩む 
【計画の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）計画期間 
 総合計画の計画期間は 2026(令和８)年度から 2035 （令

和 17）年度までの 10 年間とし、前半の 5 年間を前期基

本計画、後半の 5 年間を後期基本計画と位置づけます。 

 本計画は、2026 （令和 8）年度から 2030 （令和 12）年

度までの前期基本計画です。 

  

10年（2026～2035年度）

前期 5年
(2026～2030年度)

後期 5年
(2031～2035年度)

第3期 5年
(2026～2030年度)

第４期 5年
（予定）

基本
構想

基本
計画

総合
戦略

基本構想 

基本計画 

戦略的な取組 第 3 期廿日市市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略（2026～2030） 

地方創生 
施策を抽出 

※本計画とは別に策定する。 
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 6 施策体系 
 

 

 

 

 
  

  各分野の 2035(令和 17)年度に目指す姿  将来像実現に向け、 
大切にする考え方   将来像 

市
民
一
人
ひ
と
り
が
と
も
に
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

基本理念 

安
心
に
包
ま
れ 

ワ
ク
ワ
ク
が
広
が
る 

未
来
へ
の
挑
戦
を
楽
し
む
ま
ち 

 

つ
な
ぎ 

つ
な
が
り 
と
も
に
歩
む 

１ こども・子育て・教育 
・みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧に喜び

を感じられるまち 
・こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの可能性

を信じてチャレンジ・自己実現できるまち 
 
２ 健康・福祉 

つながり、支え合い、笑顔で暮らせる 
まち 

３ 安全・安心 

誰もが安全に、安心して過ごせるまち 

４ 産業 

「はつかいちらしさ」を活かし、地域経済
の好循環により発展するまち 

５ 生涯学習・スポーツ・文化 

・生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせ
るまち 

・歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるま
ち 

６ 都市基盤 

都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮
らせるまち 

７ 環境 

自然と社会が共生できるまち 
 

８ 地域づくり・人権・多文化共生 

・誰もが学び、つながり、活躍することで、
地域らしさをともに守り創れるまち 

・誰もが他者との違いを認め合い、安心して
暮らせるまち 

社会変化に対応 
した持続可能な 

まちづくり 

安全・安心な 
暮らしの確保 

多様性と包摂性 
のある地域社会 

の実現 

多様な主体による 
まちづくり 
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施策方針 

1-1 こども若者・子育て支援 1-2 学校教育の充実 

2-1 つながりで支える地域福祉 2-2 障がい者（児）福祉の充実 
2-3 高齢者福祉・介護サービスの充実 2-4 健康づくりの推進 

3-1 防災・減災対策の充実 3-2 消防・救急体制の充実 
3-3 暮らしの安全の確保 

4-1 商工業の振興 4-2 観光の振興 4-3 農林水産業の振興 

5-1 生涯学習の推進 5-2 スポーツ・文化芸術の振興 
 5-3 歴史や伝統文化の継承 

6-1 拠点性を高め愛着を感じるまちづくりの推進  
6-2 地域公共交通ネットワークの構築 6-3 住環境の保全・整備 
6-4 道路ネットワークの構築 6-5 上下水道の整備 

7-1 自然環境の保全と持続的活用 7-2 快適な生活環境の構築 

8-1 地域づくりの推進 8-2 人権・男女共同参画の推進 
8-3 多文化共生・国際交流の推進 

 
 
 
 
 
９ 行財政運営の推進 

 

9-1 生産性の高い行
政経営の推進 

 
9-2 働きやすい職場

づくりと人材育
成・確保の推進 

 
9-3 公共施設マネジ

メントの着実な
推進 

 
9-4 安定的な財政運

営の推進 
 

9-5 効果的な情報発
信等による移
住・定住・交流
の推進 
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 8 分野別計画 
分野別計画の見方 
 

  
2035（令和 17）年度に目指す姿 

その分野における 2035 （令和 17）年度
に目指す姿と状態を示しています。 

施策方針/関連 SDGｓ/施策の目指す姿 
 施策方針と関連する SDGs を示しています。
また、前期基本計画の 5 年間において、その施
策方針が目指す姿と対応する基本事業を示して
います。 

基本事業 
 施策方針の中で実施する基本事業の内容につ
いて 「主な課題」と、それに対応する 「主な取組」
を示しています。 
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主な関連計画/施策主管課室/主な関係課室 
 施策方針に関連する主な計画のほか、施策を
推進する課室 （施策主管課室）と、施策の推進
に関連する課 （主な関係課室）を示しています。 

施策の進捗状況を確認する指標 
 施策方針の進捗状況を確認 ・把握する
ための指標を示しています。 



20 

 

１ こども・子育て・教育  
2035（令和 17）年度に目指す姿 

みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧
に喜びを感じられるまち 
 こども・若者が幸せに育っています。 
 保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 

こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの
可能性を信じてチャレンジ・自己実現できる
まち 

 こどもが自らの可能性を信じて未来に向けて挑戦しています。 

 
  

施策方針 

１-１ 
こども若者・子育て支援 

  

 
  

施策方針 

１-２ 
学校教育の充実 
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基本事業〔１〕 安全・安心で質の高い保育環境やこどもの居場所づくり  

  
基本事業〔２〕 子育てへの不安や悩み、保育ニーズに対応した支援  

  
基本事業〔３〕 まち全体で子育てを応援する意識の醸成  

 
 

基本事業〔４〕 若者が希望を持って将来を描くための支援  
 
  
基本事業〔１〕 質の高い学校教育の推進  

  
基本事業〔２〕 地域とともにある学校づくり  

  
基本事業〔３〕 安全・安心な教育環境の充実  
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１ こども・子育て・教育 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧に喜びを感じられるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
●こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策方針 ■関連 SDGｓ 

1-1 こども若者・子育て支援 
 

   

施策の 
目指す姿 

●こどもが育ちに応じた環境で安心して楽しく過ごしている。 ［基本事業〔1〕］ 
●保護者が安心して子育てができている。 ［基本事業〔2〕］ 
●地域社会や事業者が子育てに協力している。 ［基本事業〔3〕］ 
●若者が自分の将来について明るい希望がある。 ［基本事業〔4〕］   

 

〔1〕安全・安心で質の高い保育環境やこどもの居場所づくり 
■主な課題 ■主な取組 
① 安全 ・安心な保育環境を整備するため、必要と

なる保育の量を確保するとともに、老朽化等
に対応した保育施設の機能維持が必要です。 

① 各地域の保育需要等を踏まえ、必要に応じて民間
施設を誘致するなど、地域の実状に即した保育の
量を確保します。 

・ 公立保育園の計画的な修繕 ・改修を実施するととも
に、民間保育園等の改修などに対して支援を行いま
す。 

② 持続可能で質の高い教育・保育サービスを提
供するため、保育士の負担軽減や幼保小の連
携強化が必要です。 

② 保育園等における ICT の利活用を進め、保育士が
保育業務に専念できる環境を整えるなど、保育の
質の向上を図ります。 

・ すべての小学校区において、幼保小が連携して 「は
つかいち架け橋カリキュラム」を策定し、その実
践 ・評価 ・見直しを通じて、スムーズに小学校生活
での学びにつながるよう取り組みます。 

③ 保育士等の能力向上のため、専門性を高める
研修と併せ、公立 ・民間保育園等が連携した横
断的な研修や勉強会の実施が必要です。 

③ 保育者の目指すべき姿を踏まえた市全体の保育指
針を策定するとともに、公立 ・民間が連携して研修
等を実施し、保育者の専門性を高めます。 

④ 良質な成育環境を整え、未就園児の健やかな
育ちを応援する必要があります。 

④ 乳児等通園支援事業 （こども誰でも通園制度）の実
施に向けて、保育園等の受け入れ環境を整えます。 

⑤ 留守家庭児童会の入会希望者の増加や多様な
ニーズに対応するため、受け皿の確保などが
必要です。 

⑤ 小学校の余裕教室を活用するとともに、特色ある
サービスを提供する民間留守家庭児童会の設置を
推進し、定員の拡大と質の向上を図ります。また、
土曜日の開会時間の前倒しなど、サービスの向
上に取り組みます。 

⑥ 多様なこどもの居場所や遊び場の確保、体験
活動の充実が必要です。 

⑥ 市民センター等を活用し、親子やこどもが集える
場づくりを進め、こどもの居場所や遊び場の確保
を図ります。また、地域の団体等による活動を支援
し、こどもが様々な体験活動や仲間との交流を深
める機会を充実させます。 
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＞＞＞＞●こども・若者が幸せに育っています。●保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 
＞＞＞＞●こどもが自らの可能性を信じて未来に向けて挑戦しています。 

 
〔2〕子育てへの不安や悩み、保育ニーズに対応した支援 
■主な課題 ■主な取組 
① 理想とするこどもの人数を持てるよう、子育て

に伴う経済的負担等の軽減が必要です。 
① 保育料の負担軽減、こども医療費助成や不妊治療

費助成などの経済的支援のほか、利用しやすい病児
保育の実施など、子育て家庭のニーズに応じた支
援を行います。 

② 妊娠期から子育て期にかけて、誰もが孤立す
ることのないよう、子育てに伴う悩みや不安
を解消するための支援が必要です。 

② 保健師や助産師、家庭児童相談員等による相談支
援やアウトリーチのほか、子育て支援センターで
の交流の場づくりなどを通じた妊産婦や子育て家
庭、こどもへの切れ目のない支援により、社会的孤
立や児童虐待等の防止を図ります。 

③ こどもの発達や個々の特性、家庭環境に応じ
たきめ細やかな支援が必要です。 

③ こどもの発達や個々の特性等に応じた保育を実施
できるよう、専門性の高い保育者を育成し、医療的
ケア児の受け入れ環境の整備を進めるとともに、
健康診査等を通じた発達相談の充実を図ります。 

④ 保育士の配置基準の見直しや、年度途中の待
機児童等に対応するため、保育に関わる人材
の確保を含め、公立 ・民間が一体となり、持続
可能な保育提供体制を構築する必要がありま
す。 

④ 復職希望者を対象とした研修やマッチング支援、
職場環境の改善を含む処遇改善等の実施により、
保育士の確保を図ります。 

・ 各地域の保育需要の推移や民間保育園等の配置状
況などを踏まえ、計画的に公立保育園の再編を行
います。 

 
〔3〕まち全体で子育てを応援する意識の醸成 
■主な課題 ■主な取組 
① 家庭内でパートナー同士が協力して家事や育

児に取り組む 「共育て」の意識を醸成する必要
があります。 

① 産前産後サポートセンター等において、男性も参
加しやすい相談支援の場や講座を実施するととも
に、 「共育て」の意識が向上するセミナー等の啓発
事業を行います。 

② 地域住民や職場など、地域全体で 「共育て」を
応援する環境づくりが必要です。 

②  「はつかいち子育て応援宣言企業」の拡大を図り、
事業者を含めた地域全体で子育て世代を応援する
気運を高めます。 

 
〔4〕若者が希望を持って将来を描くための支援 
■主な課題 ■主な取組 
① 若者が就労や子育て等にポジティブなイメー

ジを抱き、将来の展望を描けるよう、総合的な
支援を行う必要があります。 

① 市内産業経済団体等と連携し、若者を対象に市内
事業者の紹介やマッチングを行います。また、子育
て家庭の事例紹介や出産・子育てに関するサービ
ス等を一元化して情報発信を行うほか、将来の社会
の創り手となる若者が希望に沿って安心して修学
できるよう、奨学金の貸付けを行うなど、総合的に
支援します。 

② こどもや若者に関わる施策 （こども施策）につ
いて、こどもや若者の意見を反映させるため
の手段を講じ、施策を進める必要があるほか、
その他施策に関しても同様の取組が必要です。 

② こども施策など各種施策を進めるにあたり、アン
ケートやインタビュー、ワークショップ等を通じ
て、こども ・若者などの当事者の声を聞き、状況に
応じて施策に反映させます。 

③ 若い世代が地域の多様な大人と接し、まちづ
くりなど社会に参画できる環境づくりが必要
です。 

③ 若者が新たなことに挑戦したり、自ら企画 ・運営す
る機会を設け、地域社会の一員としての主体性を育
みます。   
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１ こども・子育て・教育 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧に喜びを感じられるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
●こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策の進捗状況を確認する指標 

 指標名 
現況値 

【2025(令和 7)年度】 
目標値 

【2030(令和 12)年度】 

１ 「自分のこども （未就学児）が、普段の生活や保育園等で、
楽しく過ごしている」と思う市民の割合 

94.6% 97.5％ 

2 安心できる場所が３つ以上あるこども（小・中学生）の割
合 

小：96.7％ 
中：96.8％ 

小：98.1％ 
中：98.3％ 

３ 「子育てしやすいまちである」と感じている 18 歳以下の
こどもを持つ市民の割合 

73.9％ 85.0％ 

4 子育てと仕事を両立できている 18 歳以下のこどもを持つ
市民の割合 

59.4％ 70.0% 

5 自分の将来について明るい希望を持っている市民 （18 歳～
29 歳）の割合 

62.4％ 75.0％ 

 

■主な関連計画 

●こども計画   ●子ども・子育て支援事業計画   ●保育園再編基本構想 
●教育大綱    ●教育振興基本計画 

 

■施策主管課室    ■主な関係課室 

こども課 
 ●まちづくり支援課 ●人権・市民生活課 ●産業振興課 ●障害福祉課 

●子育て応援室   ●教育総務課    ●学校教育課 ●生涯学習課 
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＞＞＞＞●こども・若者が幸せに育っています。●保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 
＞＞＞＞●こどもが自らの可能性を信じて未来に向けて挑戦しています。 
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１ こども・子育て・教育 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧に喜びを感じられるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
●こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策方針 ■関連 SDGｓ 

1-2 学校教育の充実 
 

   
施策の 

目指す姿 
●児童生徒の生きる力を育むことができている。 ［基本事業〔1〕〔2〕］ 
●児童生徒が安全・安心な学校生活を送ることができている。 ［基本事業〔3〕］   

 

〔1〕質の高い学校教育の推進 
■主な課題 ■主な取組 

① 児童生徒が社会に出た後も学校で学んだこと
を活かし、生涯にわたって学び続ける力を身
に付ける必要があります。 

① 確かな学力の育成を目指し、ICT を基盤とした学
習環境を活用するなど、一人ひとりの理解のペー
スや得意な学び方に合わせて、友だちと一緒に考
え、話し合い、学びを深める 「子どもが主役の授業」
を実施していきます。また、読書活動推進員や図
書委員会を中心に、各校の実態に応じた取組によ
り読書活動を充実させ、児童生徒の考える力や豊
かな感性を育みます。 

② 児童生徒がデジタル技術を活用して主体的に
社会に関わる力を身に付ける必要がありま
す。 

② 児童生徒が情報社会の一員として適切に行動でき
るよう、インターネットやデジタル機器を正しく
安全に使うための教育を推進します。 

③ グローバル化が一層進む社会において、異な
る文化を持つ人たちと積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする意欲をさらに向上させ
る必要があります。 

③ 台湾基隆市との国際交流をはじめ、様々な国や地
域との交流の機会を設けるとともに、外国語指導
助手 （ALT）を積極的に活用するなど、英語による
コミュニケーションの機会を充実させます。 

④ 学校の働き方改革を進め、児童生徒と向き合
う時間を確保する必要があります。 

④ 校務の DX 化等の業務の効率化を推進し、教職員の
負担軽減を図ります。併せて、教職員同士が支え合
い、協力しながら、やりがいを持って働ける環境を
つくり、授業や教育活動の質を高め、児童生徒の学
びを充実させます。 

⑤ 児童生徒数の変化によって、教育環境の改善
が必要となった場合、学校規模の適正化など
に取り組む必要があります。 

⑤ 児童生徒数の減少により、一定の集団規模の確保
ができない学校については、保護者 ・地域住民など
と一緒に対応策を検討し、教育環境の改善を図り
ます。また、児童生徒数の増加により改善が必要と
なった場合には、仮設校舎の建設や校舎の増築な
どを検討し、実施します。 

⑥ 児童生徒の食に関する理解と判断力を養い、
心身の健やかな発達と望ましい食習慣の形成
を図る必要があります。 

⑥ 栄養豊かでおいしい給食の提供に加え、給食や教
科など学校教育活動全体を通じて食育を推進し、
児童生徒の健康状態の改善等に取り組みます。 
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＞＞＞＞●こども・若者が幸せに育っています。●保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 
＞＞＞＞●こどもが自らの可能性を信じて未来に向けて挑戦しています。 

 

〔2〕地域とともにある学校づくり 
■主な課題 ■主な取組 

① こどものよりよい成⾧を支えるため、学校と
地域が連携 ・協働し、地域全体でこどもを育て
る体制の構築が必要です。 

① 学校運営協議会と地域学校協働本部の活動を一体
的に推進し、こどもの成⾧を支えていきます。 

・ 学校と地域が連携した 「ふるさと学習」の取組を通
じて、地域に愛着と誇りを持ち、本市の良さを自分
の言葉で語ることができるこどもを育んでいきま
す。 

② 生徒の成⾧につながる学校部活動を持続する
ため、地域での活動を展開し、生徒がスポー
ツ・文化芸術に触れる機会を確保する必要が
あります。 

② 学校と地域が連携し、地域の様々な主体と協働す
ることで、生徒が希望するスポーツや文化芸術活
動を選択し、継続して活動できる環境の整備を進め
ます。 

 
〔3〕安全・安心な教育環境の充実 
■主な課題 ■主な取組 

① 児童生徒が安心して楽しく通える魅力的な学
校づくりを進めるとともに、複雑化 ・多様化す
るニーズに応じた支援や居場所の整備を行
い、その居場所と児童生徒とのつながりを保
障していく必要があります。 

① 学校全体で安全・安心な学校風土を醸成すること
で、いじめや不登校の未然防止を図るとともに、児
童生徒間のトラブルやいじめ、不登校等への早期発
見・早期対応の取組を推進します。 

・ 不登校の児童生徒がそれぞれの状況に応じた学び
の場につながるよう、校内外の居場所づくりを進
めます。 

・ 学校だけでは対応が困難な様々な問題に組織的に
対応するため、地域や警察、医療機関、福祉関係機
関等との連携を進めます。 

② 障がいのある児童生徒や外国籍の児童生徒な
ど、多様な教育的ニーズのある児童生徒を尊
重した学びの環境を整える必要があります。 

② 障がいの状態や特性等に応じた専門的かつ適切な
支援や指導体制の充実を図るとともに、教職員全
体がすべての児童生徒が安心して学べるという視
点を持って支援できる体制を整えます。 

・ 日本語指導が必要な児童生徒をはじめ、多様なニー
ズを持つ児童生徒一人ひとりの能力や可能性を伸
ばすため、多様な学びの場の提供と支援の充実を
図ります。 

③ 学校施設については、安全 ・安心な教育環境を
確保するため、校舎等の⾧寿命化計画を見直
すなど、老朽化や不具合への速やかな対応に
取り組む必要があります。 

③ 学校施設の状況を把握し、老朽化対策等を着実に
実施します。 

・ 学校活動中の熱中症リスクの軽減及び避難所とし
ての快適性を確保するため、屋内運動場への空調
整備に取り組みます。 
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１ こども・子育て・教育 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●みんなで子育てを支え、こどもや若者の成⾧に喜びを感じられるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 
●こどもが心身ともに健やかに成⾧し、自らの可能性を信じてチャレンジ・自己実現できるまち＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策の進捗状況を確認する指標 

 指標名 
現況値 

【2025(令和 7)年度】 
目標値 

【2030(令和 12)年度】 

１ 課題の解決に向けて自分で考え自分で取り組む児童生徒
の割合 

小：85.6％ 
中：81.0％ 

小：88.0％ 
中：83.5％ 

2 地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生
徒の割合 

小：84.9％ 
中：77.7％ 

小：87.5％ 
中：80.5％ 

3 学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合 
小：89.2％ 
中：83.7％ 

小：91.0％ 
中：86.5％ 

 

■主な関連計画 

●教育大綱 ●教育振興基本計画 ●こども計画 ●子ども・子育て支援事業計画  

 

■施策主管課室    ■主な関係課室 

学校教育課 
 

●教育総務課 ●生涯学習課 
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＞＞＞＞●こども・若者が幸せに育っています。●保護者が子育てに伴う喜びを感じています。 
＞＞＞＞●こどもが自らの可能性を信じて未来に向けて挑戦しています。 
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５ 生涯学習・スポーツ・文化  
2035（令和 17）年度に目指す姿 

生涯にわたって自分らしく心豊かに 
暮らせるまち 
 学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が充実し、市民の誰もが 

いきいきと自分らしく暮らしています。 

歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち 

 市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと愛着を持ち、次世代へ継承して 
います。 

 
  

施策方針 

５-１ 
生涯学習の推進 

  

 
  

施策方針 

５-２ 
スポーツ・文化芸術の振興 

  

 
  

施策方針 

５-３ 
歴史や伝統文化の継承 
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基本事業〔１〕 学びの環境の充実  

 
 

基本事業〔２〕 地域を支える人づくり・つながりづくりの推進  

 
  
基本事業〔１〕 スポーツに親しむことができる環境づくり  

 
 

基本事業〔２〕 スポーツの振興と人材の育成  

 
 

基本事業〔３〕 文化芸術に親しむことができる環境づくり  

 
 

基本事業〔４〕 文化芸術の振興・活用  
 
  
基本事業〔１〕 文化財の現況把握と適切な保存・活用  

 
 

基本事業〔２〕 宮島の歴史や文化、価値の継承  
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５ 生涯学習・スポーツ・文化 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
●歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策方針 ■関連 SDGｓ 

5-1 生涯学習の推進 
 

   

施策の 
目指す姿 

●市民の多様なニーズに応じた学びの選択肢が増えている。 ［基本事業〔1〕］ 
●学びを通じた人づくりやつながりづくりによって、まちづくりを支

える市民が増えている。 
［基本事業〔2〕］ 

  
 

〔1〕学びの環境の充実  
■主な課題 ■主な取組 

① 人生 100 年時代や共生社会実現の観点から、
「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」学び、新
たなことにチャレンジできる環境や機会の充
実に取り組む必要があります。 

① 様々な分野の学習講座や体験活動等の開催を通じ
て、多様な対象者やニーズに応じた学びへの意欲
を高める機会を提供するとともに、市民が主体的
に参画・提案できる環境を整えます。 

② 社会教育施設を活用し、気軽に立ち寄れる居
場所や、市民がともに学ぶ場 ・活動する場をつ
くる必要があります。 

② 市民センターや図書館などの施設が、誰もが気軽
に立ち寄れる居場所や学びのきっかけづくりの場
となるよう、機能の充実を図ります。 

③ 個人の多様なニーズに応じて、学びや活動に
関する情報を届ける仕組みが必要です。 

③ 各種講座、研修会、活動者 ・団体などの学びや活動
に関する情報を、必要とする人がタイムリーに取得
できるよう、効果的な情報発信を行います。 

 

〔2〕地域を支える人づくり・つながりづくりの推進 
■主な課題 ■主な取組 

① 高齢化等の社会情勢の変化に伴い、地域活動
の担い手不足や後継者不足が生じているた
め、学んだ成果や経験を地域で活かしたり、新
たなチャレンジを地域課題の解決につなげた
りする仕組みが必要です。 

・ 人間関係の希薄化が進む中、地域での学びを通
じて、人と人のつながりや関わりを作り出す
必要があります。 

① 学んだ成果や新たなチャレンジが、地域の課題解
決やウェルビーイングの実現につながるよう、学
びや交流の場をつくります。 

・ 地域課題の解決につながる様々なテーマでの学習
や活動が活発となるよう、市民活動団体等に対して
学びや活動に関する相談・支援を行います。 

② 地域課題が複雑化 ・複合化する中で、防災や福
祉など多くの分野において、学習活動を通じ
た人づくり・つながりづくり・地域づくりが必
要です。 

② 地域づくりにつながる学習活動をコーディネート
する社会教育人材を育成するとともに、社会教育士
等の情報交換や学び合いの場を提供します。 

③ 生涯学習とまちづくりの拠点である市民セン
ターが、地域の学びと実践のプラットフォー
ムとして機能することが必要です。 

③ 市民センターにおいて、市民の学びとまちづくり活
動を促進するため、学び合いやつながりの機会と
場を提供します。    
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＞＞＞＞●学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく暮らしています。 
＞＞＞＞●市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと愛着を持ち、次世代へ継承しています。 

 

■施策の進捗状況を確認する指標 

 指標名 
現況値 

【2025(令和 7)年度】 
目標値 

【2030(令和 12)年度】 

１ 学びたいことを学べる機会がある
市民の割合 

22.5％ 27.0％ 

2 やりたいことに挑戦できる機会が
ある市民の割合 

13.0% 17.0％ 

3 学んだことを地域や社会に活かし
た市民の割合 

8.1％ 11.0％ 

 

■主な関連計画 

●教育振興基本計画   ●生涯学習ビジョン   ●市民センター基本方針 
●図書館基本計画 

 

■施策主管課室    ■主な関係課室 

生涯学習課 
 

●まちづくり支援課 ●はつかいち市民図書館 
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５ 生涯学習・スポーツ・文化 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
●歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策方針 ■関連 SDGｓ 

5-2 スポーツ・文化芸術の振興 
 

   

施策の 
目指す姿 

●市民が日常的に体を動かしている。 ［基本事業〔1〕］ 
●市民が日常的にスポーツに触れている。 ［基本事業〔2〕］ 
●市民が日常的に文化芸術に親しむ機会がある。 ［基本事業〔3〕〔4〕］   

 

〔1〕スポーツに親しむことができる環境づくり 
■主な課題 ■主な取組 

① 障がいのある人や子育て世代など、スポーツ
にアクセスしづらい人への支援が必要です。 

① 関係団体等と継続的に連携し、障がい者専用の施
設利用や障がい者スポーツ研修会等を実施するこ
とで、スポーツにアクセスしづらい人が日常的に体
を動かす機会の向上につなげます。 

② こどもの運動やスポーツへの関心が低下し、
運動する機会が減少しているため、環境の整備
が必要です。 

② 幼少期からスポーツに親しみ、楽しめる環境づく
りに取り組むとともに、誰もが気軽に運動できる
よう、施設のユニバーサルデザイン化を推進しま
す。 

 

〔2〕スポーツの振興と人材の育成 
■主な課題 ■主な取組 

① スポーツの魅力を知ってもらい、関心を高め
てもらうため、スポーツに触れる機会を増や
す取組が必要です。 

① 多様なプロスポーツやトップアスリートと触れ合
い、交流できる機会を創出します。 

② スポーツを支える人の高齢化や固定化など、
人材不足が進行しているため、新たな指導者の
育成が必要です。 

② スポーツに関わる人材の養成や確保に向けて、競
技団体との連携を深めるとともに、スポーツイベ
ントでボランティアを広く募集するなど、スポー
ツを支える人材の裾野拡大を推進します。 

③ 多様なスポーツ資源を地域活性化につなげる
ため、各地域にある潜在的なスポーツ資源の
掘り起こしと活用促進が必要です。 

③ 様々なステークホルダーと連携し、スポーツと地域
資源を組み合わせた取組をともに推進すること
で、市民がスポーツに関われる場や機会を創出し
ます。 
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＞＞＞＞●学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく暮らしています。 
＞＞＞＞●市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと愛着を持ち、次世代へ継承しています。 

 

〔3〕文化芸術に親しむことができる環境づくり 
■主な課題 ■主な取組 

① 誰もが、鑑賞、創作、発表等の活動に気軽に参
加できる環境づくりに取り組む必要がありま
す。 

① 市民センターなどの身近な施設で文化芸術に触れ
る機会の充実を図ります。また、文化芸術活動の拠
点であるはつかいち文化ホールの改修を行い、質
の高い文化活動の場を提供します。 

② 生活様式の変化などにより、文化芸術を直接
鑑賞する機会が減少しているため、多様なライ
フスタイルや価値観に対応した文化芸術の振
興に取り組む必要があります。 

② 演奏会や展示作品のアーカイブ配信など、デジタル
技術や SNS を活用した鑑賞機会の提供により、文
化芸術に触れるきっかけづくりを行います。 

③ こどもが鑑賞や創作を体験する機会の減少や
体験格差の拡大等に対応するため、幼少期か
ら文化芸術体験の機会を充実させる必要があ
ります。 

③ 小中学校における音楽、美術、伝統芸能などの出前
授業や、親子で気軽に参加できる場の提供などを
通じて、こどもの頃からの体験機会の充実を図り
ます。 

 

〔4〕文化芸術の振興・活用 
■主な課題 ■主な取組 

① 市民、芸術家、文化団体、教育機関、事業者、
行政等の各主体が連携 ・協力して文化芸術の振
興に取り組む必要があります。 

① 市民、芸術家、文化団体、教育機関、事業者等の各
主体が連携 ・協力して文化芸術活動が実施できるよ
う必要な支援を行います。 

② 豊かな自然や多彩な資源を有する本市におい
て、文化芸術を活かした観光、まちづくり、国
際交流等を推進するため、各分野と連携してい
くことが求められています。 

② 今後の文化芸術の方向性を示す指針を定め、本市
の特色を活かした文化芸術施策を組織横断的に推
進します。 

 

 
  



64 

 

 
５ 生涯学習・スポーツ・文化 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
●歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策の進捗状況を確認する指標  

 指標名 
現況値 

【2025(令和 7)年度】 
目標値 

【2030(令和 12)年度】 

１ 週１回以上スポーツや運動を行
っている市民の割合 

48.0% 
（R6 年度） 

65.0% 

2 運動 ・スポーツを支える活動を行
っている市民の割合 

13.8% 20.0% 

３ 日頃から文化芸術活動に親しむ
市民の割合（鑑賞した人） 

63.7% 66.0％ 

4 
日頃から文化芸術活動に親しむ
市民の割合 （自ら創作、発表、運
営した人） 

22.6% 30.0％ 

5 地域の文化的な環境に満足した
市民の割合 

22.6% 27.0％ 

 

■主な関連計画 

●教育振興基本計画   ●スポーツ推進計画   ●生涯学習ビジョン 

 

■施策主管課室    ■主な関係課室 

スポーツ推進課 
 

●生涯学習課 
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＞＞＞＞●学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく暮らしています。 
＞＞＞＞●市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと愛着を持ち、次世代へ継承しています。 
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５ 生涯学習・スポーツ・文化 
■2035（令和 17）年度に目指す姿 

●生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
●歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

■施策方針 ■関連 SDGｓ 

5-3 歴史や伝統文化の継承 
 

   
施策の 

目指す姿 
●文化財が適切に保存・活用されている。 ［基本事業〔1〕］ 
●宮島の歴史や文化、価値が次世代に継承されている。 ［基本事業〔2〕］   

 

〔1〕文化財の現況把握と適切な保存・活用 
■主な課題 ■主な取組 

① 市指定文化財の現況を確認し、文化財台帳を
更新する必要があります。 

① 指定文化財の現況調査を継続的に実施し、適切な
保存と活用を図ります。 

② 次世代へ継承すべき文化財を守るため、未指
定文化財の把握調査を行う必要があります。 

② 未指定文化財の調査を進め、次世代に継承すべき文
化財を把握するとともに、必要に応じて新たな指
定や登録に向けた調査を行います。 

③ 複数の文化財を総合的かつ一体的に保存・活
用するため、関連文化財群や文化財保存区域
を設定する必要があります。 

③ 関連文化財群や文化財保存区域を設定し、地域で
伝承される民俗芸能を含め、一体的な保存 ・活用を
通じて観光振興や地域振興につなげます。 

④ 埋蔵文化財を保存 ・活用するため、重要遺跡 ・
重要考古資料の文化財指定や、これまでの発
掘調査における出土品を整理する必要があり
ます。 

④ 既知の埋蔵文化財の整理を進め、価値付けの可能
なものについては、重要文化財や史跡指定に向け
た調査を行い、展示・公開を推進します。 

⑤ 歴史や伝統文化に関する資料や情報につい
て、市民がより利用しやすくなるよう保存や公
開に努める必要があります。 

⑤ 歴史民俗資料館等の施設で文化財を適切に保存す
るとともに、収蔵 ・展示機能の再編を検討し、適切
な保存や効果的な収集・公開を推進します。 

 

〔2〕宮島の歴史や文化、価値の継承 
■主な課題 ■主な取組 

① 宮島町家特有の色彩や意匠が失われつつある
ため、伝統的建造物の保存 ・修理を推進する必
要があります。 

① 伝統的建造物の保存・修理に関する補助制度を周
知し、外観が現代的に改修された伝統的建造物等
の所有者に対して修理・修景工事の実施を促しま
す。 

② 伝統的建造物の保存・修理に必要な技術を持
つ技術者や職人が減少しているため、伝統的工
法を次世代に継承する取組が必要です。 

② 修理工事に必要な痕跡調査や設計等のノウハウ、
施工に関する伝統的技術の継承に向け、大学や伝
統的建造物に関わる地元団体と連携し、研究や取
組を推進します。 

③ 宮島の門前町としての歴史的成り立ちや、伝統
的建造物の特徴や価値などが市民や来島者に
十分認知されていないため、周知 ・啓発の場や
機会が必要です。 

③ 宮島の伝統的な町並みが色濃く残る町家通りに、
宮島町家の特徴的な内部空間を体感できる公開施
設を整備し、市民や来島者が理解を深める場を提
供します。また、地元団体の活動等を通じて、伝統
的な町並みの周知・普及を推進します。    
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＞＞＞＞●学びやスポーツ・文化芸術を楽しむ環境が充実し、市民の誰もがいきいきと自分らしく暮らしています。 
＞＞＞＞●市民が、市の歴史や伝統文化に誇りと愛着を持ち、次世代へ継承しています。 

 
■主な課題 ■主な取組 

④ 急激な人口減少などにより、宮島の普遍的な
価値や暮らしの中に信仰が息づく生活文化を
次世代に引き継ぐことが難しくなっているた
め、宮島に関わるすべての人が一体となって
継承に取り組む必要があります。 

④ 宮島の文化や歴史といった生活文化を守り伝える
ため、宮島に暮らす人、働く人、想いをはせる人、
訪れる人など様々な主体とまちづくりへの理解を
深め、継承に向けた取組をともに検討します。 

・ 有識者等で構成する編さん委員会等を組織し、大学
やその他関係機関と連携協力して資料の調査を進
め、「宮島の歴史」を編さんします。 

⑤ 宮島の歴史や伝統文化の魅力を広く発信する
ため、新たな拠点の整備が必要です。 

⑤ 宮島の歴史文化や伝統産業を一体的に展示し、体
験できる拠点施設の整備に向けて検討を進めま
す。 

 

■施策の進捗状況を確認する指標 

 指標名 
現況値 

【2025(令和 7)年度】 
目標値 

【2030(令和 12)年度】 

１ 新たに指定 ・登録された文化
財の数 

ʷ 10 件 

2 修理が行われた伝統的建造
物の割合 

13.9％ 25.0％ 

3 
宮島町伝統的建造物群保存
地区を認知している市民の
割合 

40.6% 50.0％ 

 

■主な関連計画 

●教育振興基本計画 ●文化財保存活用地域計画 ●宮島町伝統的建造物群保存地区保存活用計画 
●宮島まちづくり基本構想 

 

■施策主管課室    ■主な関係課室 

文化財課 
 

●宮島企画調整課 ●生涯学習課 ●宮島の歴史編さん準備室  

 

 
  


